
対象国・地域（グローバルサウス諸国　非ＡＳＥＡＮ加盟国）

事業対象

グローバルサウス諸国が抱える課題を解決することを通じて当該地域の市場の成長力を活かし、日本の経済安全保障の確保及び
日本国内のイノベーション創出等により国内産業活性化を目指すと共に、グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、
本邦企業がグローバルサウス諸国において行う大型実証事業の実施に必要な費用の一部補助を目的とする。

グローバルサウス諸国との経済連携を強化するため、本邦企業がグローバルサウス諸国（非ＡＳＥＡＮ加盟国）において行う大型実証事業

公募期間

2025年6月18日（水）～2025年7月17日（木）［12：00必着］
公募説明会

事業目的

2025年6月25日（水）  14:00～15:00
参加方法：MicrosoftTeamsにて　事前受付：6月23日（月）16：00締切

アフリカ

南西アジア中東

中央アジア等 中南米太平洋島嶼国等

グローバルサウス諸国の市場活性化と日本との経済連携の強化を目的に、
日本企業が実施する大型実証事業にかかる費用の一部を支援します。

グローバルサウス未来志向型
共創等事業費補助金
（大型実証  非ＡＳＥＡＮ加盟国）

大型実証事業令和６年度補正 

大型実証事業

本事業は、令和６年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業」のうち、
「大型実証　ＡＳＥＡＮ加盟国」、「小規模実証・FS事業」、「ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化」に係るものではございません。

本事業は、令和６年度補正「グローバルサウス未来志向型共創等事業」のうち、
「大型実証　ＡＳＥＡＮ加盟国」、「小規模実証・FS事業」、「ウクライナ復興支援・中東欧諸国等連携強化」に係るものではございません。



令和６年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 （大型実証  非ＡＳＥＡＮ加盟国）

対象となる分野

事業概要

交付決定日～3年間（ただし最長で令和１１年２月末日）
本事業実施後も定期的なフォローアップ調査の対象となります。 事業終了後３年間はご協力をお願いいたします。

共同申請の場合、中小企業補助率の適用を受けられるのは幹事法人・共同申請者ともに中小企業のみの場合に限ります。

事業実施期間

5～10件程度
採択予定数

下限5億円超、上限40億円
補助額

１／２以内、 中小企業のみ２／３以内
補助率

類型 ２類型 1 類型 ３

日本の高度技術
海外展開型

我が国のイノベーション
創出につながる共創型

サプライチェーン
強靱化型

グローバルサウス諸国で行われる実証事業
が商業化に至り、さらに該当国でのデファクト
スタンダードの獲得が見込まれ、ひいては
日本の雇用増加等につながる事業類型

グローバルサウス諸国で行われる実証事業
から得られたデータ・知見がもととなり、将来的
にリバースイノベーションにより新たな日本
のイノベーションの種を創出する、日本と
グローバルサウス対象国の共創型の事業類型

日本の輸入依存度が高い物資について、
本事業を通じて供給構造の多角化やサプライ
チェーン強靱化につながる事業類型

補助対象となる事業は下記の３つの事業類型のうち、いずれかに該当する必要があります。
複数の類型に当てはまる事業での応募も可能です。

事業類型

・ 他の国庫補助金との併用はできません。
・ 事業終了後、補助事業の要件を満たさなくなった場合、補助金の返還を求めることがあります。

化石燃料からクリーンなエネル
ギー利用への転換等CO2排出
削減を図る案件

GX分野１

「経済施策を一体的に講ずること
による安全保障の確保の推進に
関する法律施行令」で指定された
「特定重要物資」に係る案件

経済安保分野3

デジタル技術を用いて、ビジネス
モデルの変革を図る案件

DX分野2

等

例） エネルギー × ＤＸ

医療・ヘルスケア × ＤＸ

防災・気候変動 × ＤＸ

具体的事業内容

実地に適用可能な段階にある技術・システム・制度等の有効性や経済性等の確認

上記に付随して必要となるその他調査等

 取得財産を用いた製品・サービスの運用・評価等



令和６年度補正 グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金 （大型実証  非ＡＳＥＡＮ加盟国）

実施項目
本案内範囲

事務局

書類検査

第三者審査委員会にて審査・採択決定

書類検査
交付決定額通知

適宜進捗確認
中間検査
確定検査

補助金の額確定通知

補助金の支払い

事業全体の流れ

応募

採択通知

補助金交付申請
交付決定

実績報告書提出
補助金支払い請求
補助金受領

事業の実施
※交付決定日～３年間（ただし最長で令和１１年２月末日）

令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（大型実証  非ＡＳＥＡＮ加盟国）は、経済産業省から補助を受けたTOPPAN株式会社が実施しています。

詳細は募集要領を必ずご確認ください。

お問合せ先

inquiry_lsna@gshojo.jp
特設Webサイト https://gs-hojo-web-lsna.jp/

令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（大型実証  非ＡＳＥＡＮ加盟国）事務局

申請受付締め切りは2025年7月17日（木）12時必着です

・ Jグランツによる申請の場合は事前に「Gビズ IDプライムアカウント」の取得が必要です。
  アカウント発行には1～2週間程度かかります。
・ データ送受信サービスによる申請の場合は、7月15日（火）までに事務局に申込みください。
GビズID https://gbiz-id.go.jp/top/ Jグランツ https://www.jgrants-portal.go.jp/

申請方法と主な注意点
申請は2025年6月18日（水）から電子申請にて受付を開始します。

主な
注意点

Jグランツもしくは事務局の指定するデータ送受信サービスによる受付となります。
メールでの提出は受け付けておりませんので、ご注意ください。

補助対象経費

人件費

補助員人件費

会場費

委託・外注費 印刷製本費

旅費 謝金

消耗品費

借料及び損料

その他諸経費

 機械設備費・
システム購入費


